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   日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書について 

 日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書を次のとおり提出する。 

記 

   日本学術会議会員の任命拒否の撤回を求める意見書 

 菅義偉首相は、日本学術会議第２５期会員任命に際し、日本学術会議から推薦された１

０５名の会員候補のうちの６名の任命を拒否した。この件に対して、９６０もの学協会や

大学人の声明、映画・演劇や作家・劇作家などの表現者、宗派を超えた宗教者から、消費

者団体や自然保護団体まで１３０を超える諸団体の抗議の声が広く上がっている。 

菅首相の人事権を口実とした今回の任命拒否は、科学者が戦争に動員された戦前の反省か

ら憲法に設けられた「学問の自由」や「政府からの独立性」、日本学術会議法の「推薦に基

づいて任命する」との規定から逸脱している。従来、政府は「首相の任命権は形式的なも

のである」としてきた。内閣がその法解釈を恣意的に変更することは違法であり認めるこ

とはできない。 

この間の国会審議等で、菅首相は６名の任命拒否の理由を具体的に示すことなく、「総合 

的・俯瞰的な活動を確保する観点から判断」、「バランスや多様性を考慮」などと抽象的な

発言を繰り返し、「事前の調整がなかった」と日本学術会議への責任転嫁まで行った。それ

らのこと自体が不当であり、説明責任を果たしていない。 

平和的復興、福祉に貢献し、学問の進歩に寄与することが目的の日本学術会議は、政治

権力に左右されない独立した機関である。自立性や独立性を保つことは、多様な角度から



真理を追究する学術研究を発展させ、社会全体が科学の成果を享受するために欠かせない

重要なことである。菅首相の任命拒否は、学問の自由と人類の平和に努力する日本学術会

議の原点を踏みにじるものに他ならない。 

今回の日本学術会議に対する菅首相の不当介入は、許してはならない権力介入であり、

「学問の自由」にとどまらず「言論・表現・思想信条の自由」を揺るがすものである。 

 よって、国に対し、日本学術会議会員の任命拒否の撤回について、下記事項を強く求め

るものである。 

 

１ 日本学術会議が推薦した会員候補者６名を任命しなかった理由を明らかにすること。 

２ 任命拒否を撤回し、会員候補者６名を速やかに任命すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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